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※１ 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。
ただし、控除上限額は法人税額等の20％。

※２ 教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05
％以上である場合に限り、適用可能。

※３ 「資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上」又は「従業員数2,000人超」のいずれかに当てはまる企業は、マ
ルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出を行うことが必要。それ以外の企業は不要。

※４ 資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必
要。

※５ 繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能。

賃上げに取り組む経営者の皆様へ

本紙内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。
詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和6年5月頃を目途にHP（右記QRコード）に公表
します。

大企業向け
中堅企業向け
はこちら

中小企業向け
はこちら



静岡労働基準監督署へのアクセス

○ＪＲ静岡駅より徒歩約１０分
○静岡鉄道日吉町駅より徒歩約５分
○申し訳ありませんが、駐車場がございません。
公共交通機関をご利用ください。

編集後記
節分も過ぎましたが、今年こそは死亡労働災

害という鬼が出現しないように願っています。

家事使用人の雇用ガイドラインについて

安衛法関係免許試験会場が東京都に開設されました
厚生労働省

名 称：安全衛生技術試験協会
関東安全衛生技術センター
東京試験場

所 在 地：東京都港区海岸1-11-1
ニューピア竹芝ノースタワー21階

電話番号：０３－６４３２－０４６１
🚈電車を利用の方
〇ゆりかもめ：竹芝駅 徒歩１分
〇ＪＲ、東京モノレール：浜松町駅 徒歩７分
〇都営大江戸線、浅草線：大門駅 徒歩８分

（東京試験場二次元コード）


